
マイカー通勤規程を備えてますか�

“マイカー通勤のリスクと責任について”

　公共交通機関が、首都圏のように整備されていれば良
いのですが、そういう地域ばかりではありません。そこ
では多くの会社がマイカー通勤を許可しなければならな
いのが現実ですね。通勤であっても運転する者が、道路
交通法を遵守し、安全運転に努めることは当然の義務で
す。もしも万が一事故を起こした場合、加害者である従
業員と使用者である会社はどのような責任を負わなけれ
ばならないか考えてみましょう。

● 会社の車を使って営業し、テニスキャンプで社用車を
使った場合。
従業員が交通事故を起こしてしまったら当然本人の責

任は問われます。
　それは刑事上の責任、例えば自動車運転過失致死傷罪
などです。そして民事上では、故意または過失により他
人の権利を侵害し、損害を与えれば損害賠償責任を負い
ます。同時に、使用者である会社は車を使って仕事をす
ることを命じていますから、同様に使用者責任を問われ
ることは言うまでもありません。加害者個人の支払い能
力よりも当然会社のほうが支払い能力は高い場合が多い
ので、損害賠償請求金額も会社を揺るがしかねない多額
な場合も出てくる可能性があります。

●マイカー通勤の場合
◆会社がマイカー通勤を認めている場合
原則、通勤途上で発生した事故に関しては使用者責任

を負うことはありません。なぜなら、通勤自体は業務と
いう行為ではないということだからです。通勤で会社が
利益を上げているわけではないからです。ですが、会社
が積極的にマイカー通勤を推奨し、それによって公共交
通機関との利用料金の差額で会社に利益が生じているよ
うな場合が発覚すれば、会社の責任が問われる可能性が
高まります。

◆会社がマイカー通勤を認めていない場合
認めていないのにマイカー通勤で事故を起こしてし

まったということであれば、会社は黙認していたのでは
ないかとの判断をされる可能性があり、会社の責任を問
われることとなるでしょう。

まとめてみました。
マイカー通勤には、従業員にとっても会社にとっても

リスクを負うこととなりますので、日頃から交通法規の
遵守を伝え、事故を起こさない、起こさせない教育や制

度の整備が必要です。万が一に備え、個人の加入すべき
保険の確認や会社の加入すべき保険の確認、マイカー通
勤規程整備やその運用の徹底によって、従業員の安全運
転に対する意識の向上を図り、交通事故そのものをなく
そうとする不断の努力が必要です。末尾にマイカー通勤
規程の例を載せますのでご参考に取り組んで頂ければ大
変うれしく思います。
　追伸

マイ自転車通勤も同じですね。

マイカー通勤規程

（目的）
第 1 条　この規程は、従業員のマイカー等（四輪自動車、

自動二輪車、原動機付自転車）による通勤（以下マイ
カー通勤という。）の取り扱いについて定める。

（許可申請）
第 2 条　マイカー通勤を希望する者は、「マイカー等通

勤許可願」（様式１）を事前に会社に申請しその許可
を受けなければならない。

（許可基準）
第 3 条　許可の基準は、次のとおりとする。

１．運転免許を保有していること
２．通勤のための公共交通機関がない、あるいはきわ

めて不便である場合、もしくは深夜勤務等のため公
共交通機関が利用できない場合、その他会社が認め
た場合

３．自動車保険（任意）を付保していること
　　　 任意保険更新時保険証券写しを年１回提出のこと

（遵守事項）
第 4 条　マイカー通勤を許可された者は、次の事項を遵

守しなければならない。
１．道路交通法を遵守し、安全運転に努めること
２．飲酒運転、暴走運転等の危険な行為をしないこと
３．会社が指定した場所に駐車すること
４．駐車中の盗難、破損等に注意すること

（届出）
第 5 条　マイカー通勤者は、次のいずれかに該当すると

きは、会社に届け出なければならない。
１．買い替え等により、車両の変更があったとき
２．通勤経路を変更したとき
３．マイカー通勤をやめたとき

対人賠償保険 無制限
対物賠償保険 1,000 万円以上
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第２回テニス・トリプルス全国大会 in北海道
【開催要項】

主　　催：公益社団法人日本テニス事業協会
　　　　　北海道テニス事業協会
主　　管：公益社団法人日本テニス事業協会普及委員会

〃 スクール部会

特別協賛：テニス用品会 ( 予定 )
協　　賛：ダイドードリンコ株式会社（予定）

日　　時：２０１9 年 8 月 3 日 ( 土 ) ＆ 4 日 ( 日 )　２日間
１日目／１２：００～開会式、１２：３０～試合
２日目／１０：００～試合

会　　場：札幌市平岸庭球場（ハードコート）
＊駐車場、更衣室、シャワー有

　　　　　札幌市豊平区平岸 5 条 19 丁目
              TEL:011-598-6807
              地下鉄南北線「澄川駅」より徒歩 15 分
              札幌駅より車で 30 分

試合種目：ミックス・トリプルス（男女混合での編成）

募集定員：先着４８チーム

参加資格：オープン

選手構成：１チーム３名～６名（男女各１名以上３名以下）
　　　　　※１試合３名の男女構成は自由です。
           　※試合中の選手交代はできません。

使 用 球：グリーンボール

試合方法：全試合６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）
１日目／４チームによるリーグ戦を行い

ブロック順位を決定
２日目／順位別トーナメント

（コンソレーションあり）
　　　　 ※全試合セルフジャッジ
　　　　 ※天候・参加チーム数・試合進行等により
　            変更する可能性があります。

参 加 料：￥１８,０００（税込）／１チーム

申込締切：２０１９年７月１７日（水）

申込方法：①お電話にて参加申込予約をしてください。
             　電話受付時間／平日 10:00 ～ 18:00
　　　　  ②参加申込書に予約番号と必要事項を記入の上、
             　予約時点から１週間以内に FAX またはメール

にて下記事務局へ送付してください。
             ③予約時点から１週間以内に参加料を記載の指定
             　口座へお振り込みください。

④参加申込書の到着と参加料の入金確認が出来
た時点で申込完了となります。

　　　  ※予約時点より１週間を過ぎ②③の確認が出来ない
　　　　　場合は自動的にキャンセルとなります。
          ※一旦納入された参加料のご返金は出来ません
　　　　  のでご了承下さい。
          ※メンバー変更は、開会後２日間で男女各１名まで
　　　　  可能です。

注意事項：①同一選手の複数チーム登録はできません。
　　　　  ②大会期間中に撮影します写真・映像は大会内  
　　　　　  容の案内・結果報告・翌年以降の募集・ＨＰ等
　　　　　  で使用させていただきますので、何卒ご了承  

ください。

振 込 先：三菱ＵＦＪ銀行　新宿中央支店　
             普通／５５８１３１２   口座名／

公益社団法人日本テニス事業協会イベント事務局

申 込 先：〒160-0023　東京都新宿区西新宿 1-8-3
　　　　　　             小田急明治安田生命ビル地下１階
　　　　　                ( 公社 ) 日本テニス事業協会　

テニス・トリプルス全国大会係
　　　　  TEL.03-3346-2007  FAX.03-3343-2047

メール：mails@jtia-tennis.com
　　　　  https://jtia-tennis.com

４．交通事故、交通違反によって行政処分を受けたとき

（通勤手当）
第 6 条　マイカー通勤者には通勤手当として、公共機関

通勤経路届による通勤費を支給する。
　対キロ補給金等は支給しない。

（責任負担）
第 7 条　マイカー通勤者が運転中に起こした事故につい

ては、会社は一切の責任を負わない。駐車中に生じた
車両の盗難や破損等についても会社は一切の補償を行
わない。

（会社求償権）
第 8 条　マイカー運転者がこの規程に違反して事故を起

こし、それによって会社が損害を受けた場合は、会社
は本人に対し、会社の受けた損害を求償することがで
きる。

（許可の取消）
第 9 条　この規定に違反し、マイカー通勤者として不適

格と認めたときは、許可を取り消すことがある。

（附則）　この規程は、令和　年　月　日から施行する。

気をつけましょう、この季節

～天候の急変に注意！～

　これから梅雨に入り夏に向けて、突然の豪雨や台風の
発生などが考えられます。状況によっては、レッスンの
中止を決定しなくてはなりません。また、雷は非常に動

きが早く、落雷は人命に直結する事故につながります。
雷雲レーダーの確認やポータブルタイプの雷感知器等を
常備し、天候の状況によってすぐに中止の判断ができる
ように予めルールを決めておきましょう。また、二次災
害を防ぐためにも中止の案内方法についてもお客様に周
知徹底しておきましょう。
　また、梅雨が過ぎればあっという間に夏になります。
熱中症が怖い季節がやってきます。
　暑い時期は、熱中症事故防止のために、水分補給の啓
発や、お客様一人ひとりの体調の把握とそれに合わせた
レッスンの運動強度を考えてサービスを提供し、お客様
に梅雨にも猛暑にも負けない楽しいテニスレッスンを提
供しましょう！

～熱中症にご注意！～

　日差しがきつく、気温が上昇する厳しい季節がやって
きます。
　お客様個々に適度な休憩と水分補給の案内を啓蒙を
しっかり実践し、熱中症の発症を抑えましょう。

水分補給のポイント

　喉が渇いたなと思った時には脱水は始まっており、心
拍数は上昇、運動パフォーマンスも落ち始めます。
　ご自身の好きなタイミング（自由飲水）だけでなく、
時間を決めて強制的に水分補給（強制飲水）を促し、こ
まめな水分補給をしていただけるよう心がけましょう。
※お客様自身の意識が大切です。下の POP を参考に、
お客様に意識していただけるよう啓発していきましょ
う。

30 分前後の間隔で
細目に！

常温、または５～15℃
に冷やした物が適当！

一度に飲む量は、
１口～200ml 程度！

塩分濃度0.1 ～0.2％、糖
度３～５％のスポーツド
リンクが適しています！
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マイカー等通勤許可願

事業所責任者殿 ㊞ 経由 

社 長  殿 

申請日 年 月 日 

所 属 

氏 名 ㊞ 

マイカー等通勤許可願

車 名 ・ 型 式 車 両 登 録 № 

用 途 車 種 登 録 年 月 年 月 

免 許 種 類 免許の有効期間 年  月  日 

自 動 車 保 険 

（任意保険） 

対人賠償 保 険 期 間   年  月  日から 

年  月  日まで 対物賠償

(任意保険証券写しを添付) 

道路交通法その他の関連法規を遵守して安全運転に努めます。万一、交通事故・事件を

発生させたときは、私の責任で一切を処理し、会社に迷惑をおかけしないことを誓約い

たします。 




